
号

外

一�
平

成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
四
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
土
木
事
務
所
長
の
部
六
の
項
中
第
五
十
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
四

十
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

27

法
第
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。

28

法
第
五
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
こ
と
。

29

法
第
五
十
八
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
業
務
と
し
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
の
協
議
を
受
け
る
こ

と
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号

( ) 平成25年12月11日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日



庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
河
川
課
の
表
七
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
三
項
の｣

及
び｢

同
条
第
四
項

の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
二
号
中｢

第
十
四
条
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に

よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
二
十
一
条
第
四
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同

欄
第
四
号
中｢

第
二
十
三
条
の｣

を｢

第
二
十
三
条
に
規
定
す
る｣

に
改
め
、｢

許
可｣

の
下
に｢

及

び
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
流
水
の
占
用
の
登
録｣

を
加
え
、｢

も
の｣

を｢

許
可
及
び
登
録｣

に
改
め
、
同
欄
第
五
号
中｢

第
二
十
七
条
第
五
項
の｣

の
下
に｢
規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
六

号
中｢

第
三
十
三
条
第
三
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
七
号
中｢

第
三
十
五
条

第
一
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
八
号
中｢

第
三
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ

る｣

を
加
え
、
同
欄
第
九
号
中｢

第
三
十
七
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣
を
加
え
、
同
欄
第
十
一

号
中｢

第
四
十
二
条
第
四
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
二
号
中｢

第
四
十
三

条
第
一
項｣

を｢

第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
、
同
欄
第
十
四
号
中｢

第
四
十
七
条
の｣

を｢

第
四
十
七
条
に
規
定
す
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
十
五
号
中｢

第
五
十
四
条
第
一
項
の｣
、｢
同
条
第

二
項
の｣

及
び｢

同
条
第
四
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
六
号
中｢
第
五
十

六
条
第
一
項
の｣

及
び

｢

同
条
第
三
項
の｣

の
下
に

｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
七
号
中

｢

第
六
十
八
条
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
九
号
中｢

第
九
十
二
条
の｣

の
下
に

｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
二
十
号
中

｢

第
九
十
九
条
の
関
係
地
方
公
共
団
体｣

を

｢

第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
地
方
公
共
団
体
等｣

に
改
め
、｢

委
託｣

の
下
に｢

及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議｣

を
加
え
、
同
欄
第
二
十
一
号
中｢

第
十
六
条
の
八
第
一
項
の｣

の
下

に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
二
十
五
号
中｢

第
八
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、

同
号
を
同
欄
第
二
十
六
号
と
し
、
同
欄
第
二
十
四
号
中｢

第
四
十
九
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
五
号
と
し
、
同
欄
第
二
十
三
号
中｢

第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
の｣

及
び｢

第
十
五
条
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
四
号
と
し
、

同
欄
第
二
十
二
号
中｢

第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同

欄
第
二
十
三
号
と
し
、
同
欄
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

22

令
第
十
六
条
の
十
二
及
び
第
十
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
協
議

別
表
第
三
河
川
課
の
表
七
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
三
条
第
二
項
の｣

を｢

第
三
条

第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中｢

第
十
五
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ

る｣

を
加
え
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
十
七
条
第
一
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第

五
号
中｢

第
三
十
一
条
第
一
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
六
号
中｢

第
三
十
二

条
第
四
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
八
号
中｢

第
三
十
八
条
の｣

の
下
に｢

規

定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
九
号
中｢

第
三
十
九
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄

第
十
号
中｢

第
四
十
三
条
第
六
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
一
号
中｢

第
四

十
九
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
二
号
中｢

第
五
十
条
第
二
項
の｣

の
下
に

｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
七
号
を
削
り
、
同
欄
第
十
六
号
中｢

第
十
六
条
の
四
第
一
項
第

三
号
の｣

及
び｢

第
十
五
条
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
一

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

22

省
令
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消

別
表
第
三
河
川
課
の
表
七
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
五
号
中｢

第
八
十
八
条
の｣

の
下
に｢

規

定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

20

令
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
公

示
別
表
第
三
河
川
課
の
表
七
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
四
号
中｢

第
六
十
六
条
の｣

の
下
に｢

規

定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
十
八
号
と
し
、
同
欄
第
十
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

14

法
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
協
力
団
体
の
指
定

15

法
第
五
十
八
条
の
八
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
協
力
団
体
に
係
る
事
項
の
公
示

16

法
第
五
十
八
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
付

17

法
第
五
十
八
条
の
十
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
河
川
協
力
団
体
に
対
す
る
監
督

等
附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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